
(1) 国民皆年金 
 公的年金の特色の一つは、全ての国民が職
業や所得などにかかわらず、公的年金の対象
となる「国民皆年金」の制度を採っているこ
とです。このような制度は、昭和36年に国民
年金制度の適用が始まったことにより整備さ
れました。 
 
 
 
 
(2)「２階建て」の制度体系 

 その後、昭和61年の制度改正により、国民
年金を全国民共通の基礎年金とする制度が導
入されました。 
 この結果、現在では、現役世代は全て国民
年金の被保険者となり、高齢期になれば加入
期間に応じて定額の基礎年金の支給を受けま
す。これに加え、会社員は厚生年金、公務員
等は共済年金に加入し、基礎年金の上乗せと
して過去の報酬と加入期間に応じた報酬比例
年金を受けることになります（平成27年10月
以降、共済年金は厚生年金に統合されます）。

＜図表２－１＞ 

 

第２章 公的年金制度の概要 

１ 公的年金の制度体系 
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＜図表２－２＞公的年金制度一覧 
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＜図表２－３＞公的年金制度の沿革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）明治８年に海軍退隠令、同９年陸軍恩給令、同１７年に官吏恩給令が公布され、これが明治２３年、軍人恩給法、官吏恩給法に集成され、これが大正１２年恩給法に統一された。
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＜図表２－４＞主な年金制度改正の経緯 

昭和17（1942）年 労働者年金保険法の発足 
昭和19（1944）年 厚生年金保険法に改称 
昭和29（1954）年 厚生年金保険法の全面改正 
昭和36（1961）年 国民年金法の全面施行（国民皆年金） 

 

昭和40（1965）年 １万円年金 
昭和44（1969）年 ２万円年金 
昭和48（1973）年 ５万円年金、物価スライド制の導入、 

標準報酬の再評価等 
 

昭和61（1986）年      基礎年金の導入、給付水準の適正化等 
平成 2（1990）年 被用者年金制度間の費用負担調整事業の開始 
平成 6（1994）年 厚生年金（定額部分）支給開始年齢の引上げ等 
平成 9（1997）年 三共済（ＪＲ共済・ＪＴ共済・ＮＴＴ共済）を厚生年金に

統合 
平成12（2000）年 厚生年金の給付水準の５％適正化や裁定後の年金額の改定

方法の見直し（賃金スライドから物価スライドへ）、厚生
年金（報酬比例部分）の支給開始年齢引上げ等 

平成14（2002）年     農林共済を厚生年金に統合 
平成16（2004）年 上限を固定した上での保険料率の段階的引上げ、  

マクロ経済スライドの導入、基礎年金の国庫負担割合の引
き上げ、有限均衡方式 

平成21（2009）年     基礎年金国庫負担割合２分の１の実現 
平成24（2012）年 社会保障・税一体改革 

基礎年金国庫負担割合２分の１の維持 
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 ・平成25年度現在、実際に支給されている年金は、過去、物価下落時に年金額を据え置いた（物価スライド特例措置）経緯か

ら、特例的に、本来よりも高い水準で支払われている（特例水準の年金額）。この特例水準を平成25年10月から27年にかけ

て解消することになっています。 

＜図表２－５＞平成25年10月～平成26年３月 年金額一覧 

［  ］内は月額換算した額 

 平成25年10月～平成26年３月 

【国民年金】   

老齢基礎年金            ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

障害基礎年金(1級)            ９７３，１００ ［８１，０９１］ 

      (2級)            ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

遺族基礎年金(子1人)          １，００２，５００ ［８３，５４１］ 

    基 本            ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

    加 算               ２２４，０００ ［１８，６６６］ 

旧法 ５年年金            ４０２，５００ ［３３，５４１］ 

 10年年金            ４７２，９００ ［３９，４０８］ 

 障害年金(1級)            ９７３，１００ ［８１，０９１］ 

     (2級)            ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

 母子年金(子1人)          １，００２，５００ ［８３，５４１］ 

    基  本            ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

    母子加算            ２２４，０００ ［１８，６６６］ 

   老齢福祉年金            ３９８，８００ ［３３，２３３］ 

【厚生年金】   

標準的な年金額※          ２，７４３，１００ ［２２８，５９１］ 

旧法 障害年金 

(最低保障額) 
           ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

旧法 遺族年金 

(2子・最低保障額) 
         １，４８７，８００ ［１２３，９８３］ 

   基  本             ７７８，５００ ［６４，８７５］ 

   寡婦加算             ２６１，３００ ［２１，７７５］ 

   加  給             ４４８，０００ ［３７，３３３］ 

 

２ 公的年金の給付金額 

＜図表２－６＞近年の物価スライドの経緯 

年度（平成） 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 

全国消費者 

物価指数対 

前年比（％） 

△0.7 △0.7 △0.9 △0.3  0.0 △0.3  0.3  0.0  1.4 △1.4 △0.7 
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物価スライド特例措置 

※ 夫が平均的収入（平均標準報酬36.0万円）で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。 
※ 平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律第99号）」（P48）の規定

に基づき、平成25年10月から平成26年３月までの年金額は1.0%の引下げとなった。 

(※)特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基と

なる物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるという仕組みで改定されます。 



 

 

公的年金の財源は、保険料のほかに積立金
の運用収入と国庫負担（税財源）があり、こ
れらによって年金給付などの支出を賄ってい
ます。 
 特に、全国民共通の基礎年金については、
毎年度の給付費を国民年金・厚生年金・共済
年金の各制度が加入者数に応じて公平に負担
する拠出金と国庫負担によって賄う仕組みと
なっています。 
 このような公的年金の財政については、平
成16年の年金制度改正までは、少なくとも5
年に一度行われる財政再計算によって、長期
的な収支を見通した上でその均衡を図り、必
要な給付と負担の見直しを行ってきました。

平成16年の年金制度改正では、このような従
来の財政運営方法をやめて、まず将来の保険
料水準の上限を設定し、基礎年金に対する国
庫負担の引き上げと合わせて、その収入の範
囲内で給付水準を調整し、一定期間（おおむ
ね100年間）において財政の均衡を図ること
になりました。 
この新たな仕組みの下では、従来の財政再

計算に代わり、少なくとも５年に一度、社
会・経済情勢の変化に伴うさまざまな要素を
踏まえて財政状況を検証し、「財政の現況およ
び見通し」を作成することとされています
（財政検証）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表２－７＞公的年金全体の資金の流れ 

国 民

○高齢者世帯の所得の約7割は公的年金

高齢者世帯の所得（307.2万円）に占める

公的年金・恩給の割合 67.5%（207.4万円）

（平成23年国民生活基礎調査）

○公的年金加入者数（平成23年度末）

6,775万人
国民年金第１号被保険者 1,904万人
国民年金第２号被保険者等 3,892万人
国民年金第３号被保険者 978万人

○受給権者数（平成23年度末）

3,867万人（総人口の約３割）
※平成24年4月1日現在の総人口（総務省統計局人口推計）に
対する割合である。

国 民 年 金
厚 生 年 金
共 済 年 金

年金制度

32.4兆円
（国民所得の約9%）

保 険 料

52.2兆円
（公的年金の給付費）

年 金 給 付

（平成24年度）

（平成24年度）

年金への国庫等負担
（平成24年度）

11.7兆円

国 等

・基礎年金（40年加入）

月額 65,541円
・厚生年金（夫婦2人分の標準的な年金額）

月額230,940円
（平成24年度）

cf. 国の一般歳出
（平成24年度当初予算）

51.2兆円

厚生年金、国民年金の
年金積立金資産額
（平成23年度末）

119.4兆円（時価ベース）

※第2号被保険者等は、被用者年金被保険者のことをいう（第
2号被保険者のほか、65歳以上で老齢又は退職を支給事由と
する年金給付の受給権を有する者を含む。）

国民年金保険料 ： 14,980円（24.4～）
＜最終＞16,900円（29.4～、16年度価格）

厚生年金保険料率：16.412％(23.9～)
＜最終＞18.3%(29.9～)

公的年金全体の資金の流れ

※一般歳出
＝ 基礎的財政収支対象経費
－地方交付税交付金等
－東日本大震災

復興特別会計（仮称）繰入

 

３ 公的年金の財政 
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